
定款施行規則   （公社）富山県鍼灸マッサージ師会 

第１章  総 則 

（目的及び変更） 

第１条  この規則は、公益社団法人富山県鍼灸マッサージ師会（以下「本会」とい

う。）の定款に基づく事業運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２章  入退会に関する事項 

（入会） 

第２条  本会に入会しようとする者は定款第６条の規定に基づき、理事会で定める

様式の入会申込書を、支部長を経て会長に提出するか、又は直接会長に提出

し理事会の承認を受けた後、入会に必要な書類に入会金・会費等を添え入会

するものとする。 

２ 入会後、前項の入会申込書事項に変更を生じた時は速やかにその旨を、支部

長を経て会長に届け出るか、又は直接会長に届け出なければならない。 

（退会） 

第３条  会員が退会しようとする時は、理事会で定める様式の退会届を、支部長を

経て会長に提出するか、又は直接会長に提出することにより、任意にいつで

も退会することができる。 

 

第３章  会員総会に関する事項 

（開催予告） 

第４条  定時会員総会及びに臨時会員総会を招集するには、会員に対し会議の目的

である事項及び招集の事由と日時及び場所を示して、開催の日の 15日まで

に文書をもって通知するものである。 

（委任） 

第５条  会員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として決議権の行使を

委任することができる。この場合は、委任状提出者は会員総会に出席したも

のとみなす。 

 

第４章  理事会に関する事項 

（開催） 

第６条  理事会は、定時理事会として年３回開催するほか、会長が必要と認めた時

又は理事が会議の目的たる事項を示して請求をした時に開催する。 

（議長） 

第７条  理事会の議長は、会長又は当該理事会に出席した理事の過半数の賛成を得

た者がこれを務める。 

（監事の出席） 

第８条  監事は理事会に出席し、必要があると認める時は意見を述べなければなら

ない。 



（書面決議等） 

第９条  出席できない理事が書面を以って決議することや、他の会員を代理人とし

て議決権の行使を委任することはできない。 

 

第５章  支部に関する事項 

（支部） 

第１０条  会員の連絡体制として県内の、施術所の所在地、病院や医院又は介護施設

等に勤務する者は本人の住所により、富山支部、魚津支部、滑川支部、黒部

支部、中新川支部、高岡支部、氷見支部、射水支部、砺波支部に分割する。 

  ２ 前項の規定にかかわらず一部区域を隣接の他の支部に併合するこができる。

この場合、当該支部及び理事会の承認を得なければならない。 

（支部長） 

第１１条  支部の代表として支部長を置くことができる。 

  ２ 支部長は支部において適任者を選任することができる。 

  ３ 支部の会員に移動等があった場合、本人の代理として支部長が会長に届け出

ることができる 

  ４ 支部長は支部会員の会費を預かり、本人代理として本会へ納入することがで

きる。 

  ５ 本会から会員へ緊急の連絡事項がある場合、会長の代理として支部長が他の

会員へ連絡することができる。 

 

第６章  会費に関する事項 

（入会金） 

第１２条  本会の入会金は１万円とし、再入会は入会金はいらないものとする。変更

する場合は会員総会においてその額を決定する。(平成 29年 4月 1日執行) 

（会費） 

第１３条  本会の会費は年額２４,０００円の会費とする。変更する場合は会員総会に

おいてその額を決定する。 

   ２ 会員総会の決議を経て、臨時に特別の会費を徴収することができる。  

   ３ 別途に、関係団体の会費を預かることができる。 

   ４ 新入会者の会費は月割計算（月２,０００円）とする。 

   ５ 会員は、会費の支払いを 11 月末日までに行い１年以上履行しなかった時

は定款第１０条により会員資格を喪失する。 

 

第７章  役員選任に関する事項 

(目的) 

第１４条  この規定は、定款第２１条に規定する理事及び監事の選出に関する事項を

定めることを目的とする。 

（選挙の管理） 

第１５条  本会に選挙管理委員会を置く。 



（選任及び候補者） 

第１６条  役員を選任する時は、選挙管理委員会が選挙を執行する。 

  ２ 役員に立候補しようとする者は、役員選出に関する規定第６条により届け

出ることとする。 

３ 監事の会員外の候補者がなかった場合は、又は会員外候補者が信任投票の

結果、不信任された場合、当該会員総会に他の会員外候補者がないときは、

後日すみやかに臨時総会を開き会員外監事を決めるものとする。 

 

第８章  会長及び業務執行理事の選任に関する事項 

（選挙の管理） 

第１７条  会長及び業務執行理事を選任する時は、当該理事会において会長及び業務

執行理事に立候補しない者の中から若干名を選挙管理人として指名し選挙

を行う。 

（候補者及び選任） 

第１８条  会長及び業務執行理事に立候補しようとする者は、選挙管理人に申し出る

ものとする。但し会長候補者１名の時は信任投票を行い、不信任の場合は全

出席理事を候補者とみなし選挙を行う。業務執行理事候補者が４名以上の時

もこれに準ずる。 

  ２ 選挙は、会長については単記無記名投票とし、過半数に満たない場合は上位

２名を持って決選投票を行う。業務執行理事については連記無記名投票とし、

投票数の多い順に３名に達するまでの者を選任する。 

  ３ 立候補がない場合は、全出席理事を候補とみなす。 

 

第９章  業務分担に関する事項 

（業務の分担執行） 

第１９条  本会の業務は会長又は業務執行理事が総務、財務、事業その他の業務を執

行する。また業務の円滑な運営を図る為、常置機関として各部を設けること

ができる。 

（各部） 

第２０条  各部は次の通りとし、各部に部長及び副部長を置くことができる。 

（１）総務部 定時会員総会等各種会議の案内と運営又、議事録管理と報告書管理 

     ２ ブロック会議、研修会等へ代表者派遣 

     ３ 各部との連携を密にし、本会の円滑な運営と調整 

     ４ 事務局管理運営 

（２）財務部 事業計画に基づいた予算収支、決算収支の作成管理 

     ２ 入会金、年会費及び事業収入の管理 

     ３ 会運営に適した、効率的な資金運用 

（３）事業部 一般県民への鍼灸マッサージの普及事業の運営 

     ２ スポーツ分野における鍼灸マッサージ普及事業の運営 

     ３ 奉仕活動の実施公益目的事業の推進 



（４）学術部 生涯研修の実施、学術技能研修の実施 

     ２ 鍼灸マッサージの倫理及び技術の向上を図り、関係学会の研修への参 

加協力 

（５）広報部 年２回の広報誌の作成 

     ２ ホームページの更新・管理による迅速な情報提供 

      

（６）組織部 会員の増強、組織の強化、入退会の管理、会員名簿の作成 

     ２ 青年部会員の相互研鑽、親睦交流 

 

第１０章 委員会に関する事項 

（委員会）   

第２１条  本会に選挙管理委員会その他必要に応じ理事会の決議により、委員会を設

けることができる。 

   ２ 委員には理事会において適任者を選任し、会長がこれを委嘱する。 

 

第１１章 事務局に関する事項 

（事務局） 

第２２条  本会の事務を処理する為に事務局を設置し、所要の事務員を置くことがで

きる。事務局管理は総務部とする。 

 

第１２章 顕彰に関する事項 

（顕彰） 

第２３条  本会は、会員及び本会に関係する者のうち、特に功労著しい者については

理事会又は会員総会の決議により顕彰することができる。 

 

第１３章 規定の改正 

 (改正) 

第２４条  この規定の改正は、理事会の承認を得て、会員総会において決議するもの

とする。 

 

 

附則 

この規定は公益社団法人設立の登記日から施行する。 

 

平成 26年 5月 11日 一部改正 

平成 27年 5月 17日 一部改正 

平成 29年 5月 14日 一部改正 

令和 元年 5月 19日 一部改正 



慶弔見舞金に関する規定 （公社）富山県鍼灸マッサージ師会 

（目的) 

第１条  この規定は、公益社団法人富山県鍼灸マッサージ師会の会員等の慶弔見舞

の支給に関することを決める。 

（定義） 

第２条  この規定において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 （１） 会員等とは、会員、会員外監事、顧問、相談役、参与及び事務員をいう。 

 （２） 慶弔見舞金は、古希お祝い、見舞金、香典、電報料、弔花代などとする 

(慶事の支給) 

第３条  慶事に支給は次に掲げるものとする。 

 （１） 会員等が 70歳の古希のお祝いのとき、商品券 1万円を支給する 

 （２） 会員等の申請を必要としない。 

（弔事の支給） 

第４条  弔事の支給は次に掲げるものとする。 

 （１） 会員の死亡には香典 2万円、弔花、弔電を支給する。 

 （２） 会員の 1 親等及び、会員と同居の（義=養）父母が死亡の場合は、      

香典 1 万円弔花、弔電を支給する。 

 （３） 関連団体の個人や、本会に３０年以上在籍し、本会の発展に貢献するなど

した元会員が死亡した時は、理事会が必要と認めたものに香典１万円、弔

花、弔電を支給することができる。 

（見舞い事の支給） 

第５条  見舞い事の支給は次に掲げるものとする。 

（１） 会員等が病気又は事故等により、１４日以上入院したときは 1万円の見舞

金を支給する。但し、同一疾患については１回限りとし同一会員等に対し

て３年以内に２回の支給は行わない。 

 （２） 会員等が火災或いは風水害等により、被害を被ったときは、見舞金１万円

を上限にとして支給するものとする。 

（その他） 

第６条  慶弔見舞金を受けようとするときは、会員等若しくはその家族が申請する

者とし支部長を経由して行う。尚、必要に応じて事実を証明する書類を添

付又は掲示するものとする。 

(改正) 

第７条  この規定の改正は、理事会の承認を得て、会員総会において決議するもの

とする。 

 

附則 

この規定は公益社団法人設立の登記日から施行する 



 役員の報酬等に関する規定 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会 

(目的及び意義) 

第１条 この規定は、公益社団法人富山県鍼灸マッサージ師会（以下「本会」という。）

の定款第２６条の規定に基づき、役員の報酬に関し必要な事項を定めること

を目的とする。 

 (定義等) 

第２条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところ

による。 

（1） 役員とは理事、監事をいう。 

（2） 役員は非常勤とする。 

（3） 報酬等とは認定法第 5条第 13 号で定める職務遂行の対価とする。 

（4） 職務の遂行に伴い発生する費用（交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手当や雑

費等は、報酬等とは明確に区分されるものとする。 

 (報酬等の支給) 

第３条 本会は役員に対し職務遂行の対価として報酬を支給することができる。 

   2 役員には、賞与及び退職慰労金は支給しない。 

(報酬の額) 

第４条 前条第１項の報酬の額は、定時総会の翌日から会議や出張等の労務を勘案し

て、半日単位 6,000円で年間報酬を計算して毎月定時同額の支給とする。但し、

外部監事の報酬額は半日単位 12,000 円で計算して毎月定時同額の支給とする。 

 

2 役員以外でも委員会等で労務が発生した場合は、半日単位 6,000円でその都

度支給する。 

(報酬の支給方法) 

第５条 前条の報酬は毎月の月末に支給する。但し、役員の解任または死亡した時は

その月までの支給とする。 

 (費用) 

第６条 役員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあ

った日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては

前もって支払うものとする。 

(改正) 

第７条 この規定の改正は、理事会の承認を得て、会員総会において決議するものと

する。 

附則 

この規定は公益社団法人設立の登記日から施行する。 

平成 26年 5月 11日 一部改正 

 平成 30年 5月 13日  一部改正 

令和 元年 5月 19日 一部改正 



出張旅費支給に関する規定 （公社)富山県鍼灸マッサージ師会 

 

(目的) 

第１条  この規定は、公益社団法人富山県鍼灸マッサージ師会の職務を遂行する会

員等に対して支給する旅費及び諸手当に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条  この規定において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 会員等とは、会員、会員外監事、顧問、相談役、参与及び事務員をいう。 

（２） 旅費及び諸手当とは、職務の遂行に伴い発生する交通費（鉄道賃、船賃、

航空賃バス賃、タクシー賃、車賃、有料道路料金）、旅費（宿泊費を含

む。）駐車料金、出張手当及び食費や雑費の経費をいう。報酬とは明確に

区分されるものとする。 

 (旅費及び諸手当の支給) 

第３条  会員等が本会の職務を遂行する時及び会議等（但し、会員総会を除く）に

出席、又は本会の職務で旅行した場合は別表の基準により旅費及び諸手当

を支給する。 

（旅費及び諸手当の計算） 

第４条  旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算

する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経

路又は方法によって旅行し難い場合には、その場によった経路及び方法に

よって計算する。 

   ２ 鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、タクシー賃、有料道路料金、宿泊料、駐

車料金は実費とする。 

   ３ １項に関わらず、県内旅費はなしとする。 

 (旅費及び諸手当の支給方法) 

第５条  本会は、会員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、こ

れを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するも

のについては前もって支払うものとする。 

   ２ 旅費及び諸手当は、概算額を前渡しすることができる。前渡し金は、職務

遂行後１４日以内に、これを清算しなければならない。 

(食事代) 

第６条  食事代は所要時間が半日以上につき 1食分 2,000 円を支給する。 

(改正) 

第７条  この規定の改正は、理事会の承認を得て、会員総会において決議するもの

とする。 

 



附則 

この規定は公益社団法人設立の登記日から施行する。 

 

平成 27年 5月 17日 一部改正 

 平成 30年 5月 13日 一部改正 

 

 

 

 



役員選出に関する規定  （公社）富山県鍼灸マッサージ師会 

 

第１章  総則に関する事項 

第１条  この規定は、定款第２１条にもとづいて下記のとおり定める。 

 

第２章  選挙管理委員会に関する事項 

第２条  本会は、理事、監事の選出にあたり選挙管理委員会を置く。 

第３条  選挙管理委員は、理事会で推薦し、選挙が予定される 30日以前に会長が委

嘱する。 

2  委員の数は、4名とし、委員会の互選により委員長を選出する。 

3  委員長は、選挙管理委員会の会務を総括する。 

4  委員は、役員選挙に立候補すること及び、立候補者の推薦人となることは

できない。 

5 委員の任期は定款第２４条に準ずる。 

第４条  委員会は、会員に対して、選挙日の 20日前に選挙の告示をする共に、選挙

日の 3 日前までに立候補者の氏名及びその他必要事項を通知しなければな

らない。 

第５条  委員会は、選挙に関する全ての事項について、管理運営をしなければなら

ない。 

 

第３章  役員立候補に関する事項 

第６条  理事、監事に立候補する者は、選挙の告示日を含む 3 日後正午までに 3 名

以上の推薦人名簿を添付し、書面により届け出なければならない。 

第７条  立候補権者は、選挙の告示前日までの会員とする。 

第８条  立候補者は、投票前までに所信表明し、推薦人の中 1 名に限り推薦の言葉

を述べる事ができる。 

第９条  役員の選挙は総会において行うものとする。 

第１０条 投票権者は、第 7条に準ずる。 

 

第４章  選挙方法 

第１１条 投票は、選挙管理委員会の定める形式及び用紙を用いる。 

 

第５章  開票及び当選に関する事項 

第１２条 開票は、委員会で行わなければならない。 

第１３条 当選者は、得票数の高点順位により決定するものとする。 

2  定数下位同数得票者がある場合は、抽選によって決する。 

3  開票時に、各候補者の推薦人のうち 1名が立会うことにする。 

第１４条 役員当選後 3 ケ月以内に欠員が生じたときは、それぞれの役員選挙にて次

点者を以て当選者とする。 



第１５条 立候補者数が定数と同数の場合は、総会の決議によって当選とする。 

第１６条 立候補者が定数に満たない場合は、立候補者を総会の決議により当選とし、

不足する役員を投票によって決める。この場合には、選挙当日に立候補を

受け付け、当日選挙する。 

 

第６章 規定の改正 

第１７条 この規定の改正は、理事会の承認を得て、会員総会において決議するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

この規定は公益社団法人設立の登記日から施行する。 

 

平成 26年 5月 11日 一部改正 

 


